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ウォーターＰＰＰ導入の方向性について 

上下水道局 下水道課 

【報告事項】 

 

 

 

 

 

１ 経過 

・令和５年６月、令和９年度以降、汚水管の改築（公共・特環）に係る「社会資本整備総合交付金」

の交付要件に「ウォーターＰＰＰ導入決定済であること」の追加が公表 

・令和６年１月の上下水道運営審議会において令和６年度にウォーターＰＰＰ導入に向けた可能性調

査を実施することについて説明（図-１） 

・令和６年６月、公募型プロポーザル方式により４者の中から委託業者を選定し、官民連携導入可能

性調査業務委託契約を締結 （有限責任監査法人トーマツ） 

・令和７年２月、委託業者から導入可能な事業スキーム案が提示された 

 

  官民連携レベルとウォーターＰＰＰの概要  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ウォーターＰＰＰ導入検討における留意点 

 (1) 官民の役割分担・地元企業との共存等 

  ・現場を熟知している地元業者の意見を尊重 

  ・当地域の実情を踏まえた最適スキームの検討 

 (2) 市民負担への配慮 

・導入による公的財政負担の削減効果（ＶＦＭ） 

・補助金（交付金）の確保、将来負担の軽減等 

 

３ 調査方法 

・直接対話により民間事業者の意見や新たな事業提案の把握等を行うことで、当該事業に対する理解

促進や参入意欲の向上が期待できる「サウンディング型市場調査」を採用 

・地元管路施設維持管理事業者との勉強会＆意見交換会を実施 

・民間企業の意向調査（２回のアンケート調査＆追加ヒアリング）の実施 

・ＶＦＭの算出 

・導入可能な事業スキーム案の提示 
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(図－１)

◆令和６年度に実施した官民連携導入可能性調査により、当市における導入可能なウォーター

ＰＰＰの事業スキーム案が示されたため、その内容と今後の方向性について報告する 
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４ 事業スキーム案と事業効果 

 (1) 導入可能な事業スキーム案 

  ア 事業方式  管理・更新一体マネジメント方式［レベル 3.5］（更新支援型） 

  イ 事業範囲  公共・特環の浄化センター（松尾・川路・竜丘・和田） 

  ウ 業務内容  運転・維持管理（保守、修繕、ユーティリティ調達、水質管理、緊急対応含む） 

          更新計画案策定等 

  エ 事業期間  令和９年４月～令和 19 年３月（10 年間） 

  オ 事業規模  約 47.6 億円 

  カ 備  考  管路、マンホールポンプについては、今後民間企業との意見交換を重ねながら段

階的な委託のレベルアップや複数年契約を試行し、将来的にレベル 3.5 での業務

実施を検討 

 (2) ＶＦＭの算出 

ウォーターＰＰＰで業務委託した場合の削減効果（10 年間） 1.9％（約 0.9 億円） 

交付金の影響を加味した場合の削減効果 10.1％（約 5.4 億円） 

(3) ウォーターＰＰＰ導入の効果   

  ・サウンディング型市場調査による地元業者の意見が反映された導入可能なスキーム案であり、Ｖ

ＦＭも期待できる 

・令和９年度以降、10 年間の管路改築・点検調査・ストックマネジメント計画策定に係る国の交付

金（約６億円※）を維持できる 

（※下水道事業経営戦略（令和５年改定版）及びストックマネジメント計画により積算） 

  ○交付金不交付となった場合、計画に位置付けられている建設改良事業を実施するためには、起債

又は留保資金の充当で対応することとなり、固定負債の増加や利益の減少等、市民負担の増に繋

がる 

 

５ 今後の進め方 

  令和９年度からのウォーターＰＰＰ導入を目指し、実施方針の策定等、具体的な準備を進める。 

 

 


